
各補助制度の詳細は、安中市ホームページをご確認ください。

① 国及び県との連携

 国の基本方針、群馬県耐震改修促進計画の進捗と整合

を図りながら、本計画を推進

 国等が行う補助・融資・税制等の支援制度を活用、県と

の連携を図りながら耐震化の支援等を推進

② 計画の進行と管理

 令和13年度末における耐震化の目標達成に向けて、適

切な進行管理を実施

 近年、大地震が頻発しています。令和６年１月に発生した能登半島地震では、耐震化率が低い地

域で多くの住宅が倒壊し、甚大な被害をもたらしました。また、首都直下地震や南海トラフ地震

等、大規模災害の発生が懸念されています。

 本市では、これまでに住宅や建築物の耐震化を促進し、市民のみなさまの生命や財産を守るた

め、具体的な耐震化の目標及び目標達成に必要な施策を定める「安中市耐震改修促進計画」を

策定し、住宅や建築物等の耐震化を進めてきました。

 従前計画の期間満了、並びに国の基本方針（告示）が改正されたことを踏まえ、国の方針と県計

画との整合を図りながら、本計画を改定しました。

安中市耐震改修促進計画 〈概要版〉

住宅

86.1％ 95％

【 現状 】 【 目標 】 ※令和５年住宅・
土地統計調査

   における結果

を基に、国・県
の推計方法に
基づき算出

令和６年度末 令和13年度末

耐震診断義務付け対象建築物

85.7％

令和６年度末

100%

令和13年度末

【 現状 】 【 目標 】

危険物の貯蔵場又は処理場
の用途に供する建築物

56.9％

令和６年度末

【 現状 】

多数の者が利用する建築物 地震発生時に通行を確保
すべき道路沿道の建築物

100%

【 現状 】

【 現状 】

57.9％

令和６年度末

令和６年度末

民間
建築物

市有
建築物100%

市有
建築物 94.8％

令和６年度末 令和13年度末

【 現状 】 【 目標 】

① 本市が所有する建築物の耐震化

 日常市民が使用する建築物、日常市職員が使用する建築物は、耐震診断調査を実施し、補強

対策が必要な建築物は、令和13年度末までに計画的かつ効率的に耐震化

② 専門家や事業者の人材育成

 県等と連携して、既存建築物の耐震診断・耐震改修設計、耐震改修工事における現地調査や

工事監理手法等に係る講習会を実施

③ 耐震改修計画の円滑な認定（耐震改修促進法第１７条）

④ 建築物の地震に対する安全性に係る認定（耐震改修促進法第２２条）

⑤ 区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定（耐震改修促進法第２５条）

① 民間建築物の耐震化に対する支援策

 耐震化の必要性や効果についての意識の啓発

 耐震改修促進税制の特例措置の円滑な活用

○ 特定既存耐震不適格建築物の指導等

① 耐震改修促進法による指導等の実施（耐震改修促進法第１５条）

 所管行政庁である本市と県が連携して指導等に対応

② 建築基準法による勧告又は命令等の実施（建築基準法第１０条）

 本市は限定特定行政庁であるため、特定行政庁である県と連携して勧告又は命令等に対応

○ 計画策定の背景・目的

○ 対象区域、計画期間、対象建築物
 対象区域：安中市全域

 計画期間：令和８年度から令和13年度まで

 対象とする建築物

 住宅（戸建住宅、共同住宅（長屋住宅含む））

 特定既存耐震不適格建築物（一定の規模以上の建築物）

• 多数の者が利用する建築物

• 危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物

• 地震発生時に通行を確保すべき道路沿道の建築物

 耐震診断義務付け対象建築物

 市有建築物

概ね

解消

民間
建築物

【 現状 】 【 目標 】

令和６年度末 令和13年度末

88.4％

第１章 はじめに

○ 耐震化の現状と目標

第５章 建築物の耐震化促進

○ 建築物の耐震化促進

第６章 計画達成に向けて

○ 耐震化促進のための取り組み

第２章 計画の基本的事項



① アクションプログラムに基づく耐震化促進

 「安中市住宅耐震化緊急促進アクションプログラム」に基づき、住宅所有者や耐震診断実施者、

耐震改修実施事業者等それぞれに合わせたきめ細かな取り組みを実施

② 耐震診断・耐震改修に係る補助制度

 木造住宅の耐震化促進のため支援を継続

 高齢者世帯への支援強化に向け、県と連携した取り組みを検討

③ 住宅に係る耐震改修促進税制

 耐震性のない住宅の建替えを促進

 耐震性のない空き家の除却を促進

 空き家を活用した定住促進や空き建築物の

リノベーションによる既存ストックの活用に

併せて空き家や空き建築物の耐震化を促進

 リフォーム事業者等との連携を図り、民間事業者等が開催する住宅リフォームフェアや広報を通じ

て、リフォーム工事と耐震改修を一体的に行った場合のメリット等に関する情報を提供

第３章 耐震化促進の基本的な方策

① 耐震改修事例集の充実

 耐震補強工事をした住宅の事例収集や事例集の作成等に努め、情報を提供

○ 建替え・除却の促進 ○ 空き家等の利活用促進

① 住む人に合った耐震改修

② 命を守る住まいの補強

 耐震シェルターや耐震ベッド等による圧死を防ぎ地震被害を

低減するための施策を検討

 住宅・建築物の所有者等の自助努力による耐震化

 国や地方公共団体による、所有者等の取り組みへの支援、所有者等が耐震化を行いやすい環境の

整備や負担軽減のための制度の構築等

 県と連携して、建築士・施工者が、住宅や建築物の耐震化のプレイヤーとして活躍できる環境の整備

第４章 住宅の耐震化・減災化促進

○ 耐震化に向けた役割分担

② 耐震改修のプレイヤー（建築士・施工者）の育成と情報公開

 耐震診断技術者の育成のため、市内の建築士に対して講習会の受

講を働きかけ、受講修了者名簿をインターネット等で情報公開

 耐震改修事業者の育成のため、講習会修了者が勤務する耐震改修

事業者をリスト化し、インターネット等で情報公開

 市内の建築士・施工者に対し、県が実施する低コスト耐震改修に関

する講習会への受講を働きかけ

○ 耐震化促進のための取り組み

○ リフォームに合わせた耐震改修の促進

○ 住宅の減災化の促進

○ 耐震化に取り組みやすい環境の整備

○ 促進体制

① 耐震化促進の体制整備

 県及び他の所管行政庁等との連携

 公共施設管理者間の連携

② 耐震診断・耐震改修の相談窓口の充実

① 該当区域

 国道18号を挟む南北の旧道沿いにおける旧安中市市街地、旧松井田町市街地部

② 取り組み方針

 戸別訪問やダイレクトメール等により地震対策の重要性の周知を強化

 木造住宅密集地域や狭あいな道路の沿道にある建築物等を対象に、耐震化及び不燃化の啓発

○ 重点的に耐震化を進める区域

○ 耐震化の普及・啓発

① 地震防災マップ

 「安中市災害対応ガイドブック」の全世帯配布

 防災に関する継続的な情報提供による、防災知識の普及、防災意識の啓発

② インターネットや広報を活用した情報の提供

 市のホームページや広報等を通じ、耐震診断・耐震改修に関する情報提供

 県と連携し、耐震性のない建築物の所有者への直接訪問による耐震診断実施の促進

③ 所有者に対する直接的な普及啓発

 戸別訪問やダイレクトメール等、旧耐震基準の住宅所有者に対する直接的な普及啓発

 「出前なんでも講座」等を活用し、ターゲットに合わせた住宅の耐震化の普及啓発

④ 特定既存耐震不適格建築物の周知・啓発

 所有者に対し耐震化の必要性の啓発、国等の耐震診断・耐震改修に係る補助・支援制度の紹介

○ 関連する安全対策

① ブロック塀等の安全対策

 通学路等の沿道におけるブロック塀等の実態把握や必要に応じた改善指導の実施

 ブロック塀等の撤去費に関する一部補助、ブロック塀等の生け垣化の促進

② 窓ガラス・天井等の非構造部材の落下防止対策

 天井の脱落防止措置に関し、必要に応じて改善を指導

③ エレベータ、エスカレータ等の安全対策

 県や関係団体等と協力し、安全装置の設置を徹底

④ 家具の転倒防止対策
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